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面会制限一部緩和についてのお知らせ  

 

こ の た び の 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 拡 大 に よ り 生 活 に 影 響 を 受 け ら

れている皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。  
 
入所されている方への面会につきまして、ご家族の皆様には面会自粛へのご

協力をいただきまして誠にありがとうございます。  
新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言については、全国で解除されました

が、未だ終息の見通しが立たず、新たなクラスターの発生や第２波・第３波の

感染拡大が懸念されております。  
そのような状況ではありますが、福島県におきましては感染状況が落ち着い

ていることから、一定の条件下のもと面会の制限を一部緩和していきたいと思

います。しかしながら、新型コロナウイルスの感染に関しては、特に高齢者や

基礎疾患を有する方について重症化することが分かっているため、回数や時間

に制限があるものの面会方法の条件を別紙にてご確認いただき、「３つの密の

回避」や「マスクの着用」をはじめとする基本的な感染予防を講じながら７月    
１３日（月）より面会制限を一部緩和するものです。  
併せて、接触を避け感染拡大防止を図る観点から、オンラインでの面会も開始

しております。こちらも別紙にてご案内しておりますので、ぜひご活用下さい。 
尚、ご不明な点がありましたらお気軽に担当者までお問合せ下さい。  
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